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資料 ] 

今後の中長期的な 厚生労働科学研究の 在り方に関する・ 専門委員会 

中間報告 害 ( 案 ) 

] . はじめに 

0  厚生労働科学研究費補助金の 制度は、 昭和 26 年に創設された 厚生科学研 

究費 補助金制度がその 萌芽とされ、 以降、 平成 1 6 年度現在で 4 分野 1 8 事 

業・ 1 4 0 0 以上の研究を 支援する 4 2 0 億円規模の研究補助事業に 至って 

いる。 これまでの間、 少子高齢化社会の 到来や経済情勢等、 厚生労働科学研 

究を取り巻く 環境の変化に 伴い、 その都度検討が 重ねられてきた。 その結果、 

事業規模の拡大、 事業分野や研究課題の 見直し等が行われ、 国民の健康維持 

増進、 疾病対策等の 課題解決に貢献してきた。 

0  一方、 近年では、 SARS や新型インフルエンザなどの 新興感染症の 台頭、 超 

高齢化社会の 到来を見据えた 介護予防への 関心など、 安心・安全な 質の高 い 

健康生活を希求する 国民のニーズの 高まりは、 保健医療福祉の 分野における 

厚生労働行政に 新たな展開を 求める原動力となってきている。 

0  また、 低成長経済と 少子高齢化による 勤労世代に対する 社会的な負担増は、 

合理的で持続可能な 社会保障制度の 構築を余儀なくしている。 更に、 行政政 

策の 7 ヵウンタビリティ 一に対する高い 関心により、 政策に関するより 明確 

な 根拠が求められている。 

0  このような多様な 社会からの要請を 受け止め、 かつ解決が容易ではない 状 

況を克服するためには、 これらの分野における 科学技術の戦略的な 振興が不 

可欠であ る。 厚生労働行政の 分野において、 かかる科学技術の 戦略的な振興 

を推進するためには、 厚生労働科学研究がその 中心的な役割を 果たせるよ う、 

その制度設計や 運営の在り方などについて 見直す必要が 生じている。 

0  このような状況を 踏まえ、 本 専門委員会では、 これまでの厚生労働科学研 

究の成果と現状の 体制を整理しつっ、 中長期的な今後の 厚生労働科学研究の 

在り方について 概観した。 そして、 中長期的な観点から 今後の厚生労働科学 

研究の在り方について、 政策目的、 研究枠組み、 研究実施体制等の 観点から 

これを整理し 中間的なとりまとめを 行った。 

 
 



[ 参考 ] これまでの厚生労働科学研究費に 関する検討と、 関連する政府におけ 

る科学技術政策の 流れの主な経緯 

( 表 1 ) 

厚生労働科学研究に 関する検討経緯 政府全体の科学技術政策 

563.9 l 日厚生省 ( 厚生科学会議 ) 

「厚生科学研究の 基盤確立とブレイクスル 一のた 

めに」 

H1.8 l 日厚生省 ( 厚生科学会議 ) 

「研究評価の 基本的あ り方」 

H7.8 l 日厚生省 ( 厚生科学会議 ) 

「厚生科学研究の 大いなる飛躍をめざして 一新た 

な重点研究分野の 設定と推進」 

Hl0. 1 l 日厚生省 ( 厚生科学審議会 ) 

「厚生科学研究に 係る評価の実施方法に 関する指 

針 ( 答申し 

Hll.5 円 厚生省 ( 厚生科学審議会 ) 

「 2 1 世紀に向けた 今後の厚生科学研究の 在り方 

について ( 答申 ) 」 

Hl2. 12 旧労働省 (2 1 世紀の労働衛生研究戦略協議 

ム ) 

「 2 1 世紀の労働衛生研究戦略 ( 最終報告言 ) 」 

平成 1 3 年Ⅰ 月 厚生労働省発足 

H14.8 ( 厚生科学審議会科学技術部会科学技術政策に 

かかる専門委員会 ) 

「厚生労働省の 科学技術政策について」 

H14.8  ( 厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定 ) 

「厚生労働省の 科学研究開発評価に 関する指針」 

H7. Ⅱ科学技術基本法施行 

H8.7 科学技術基本計画 

( 第 Ⅰ 期 : 閣議決定 ) 

H9.8 国の研究開発全般に 共通 

する評価の実施方法の 在 

り方についての 大綱的指 

針 ( 内閣総理大臣決定 ) 

H13.1 総合科学技術会議発足 

H13.3 科学技術基本計画 

( 第 2 期 : 閣議決定 ) 

H13. Ⅱ国の研究開発評価に 関 

する大綱的指針 ( 内閣総 

理大臣決定 ) 

  

  

2
 



Hl5.5 ～ ( 厚生科学審議会科学技術部会 ) 

「厚生労働科学研究費補助金の 成果の評価」 

H16. Ⅱ～ 厚生科学審議会科学技術部会中長期的な 

厚生労働科学研究の 在り方に関する 専門委員 
ム 
口 

Hl5.4 競争的研究資金制度改 

革について ( 意見 : 総合 

科学技術会議 ) 

Hl5.7 競争的研究資金制度の 

評価 ( 総合科学技術会 

; 義 ) 

Hl6.12 ～ 総合科学技術会議 

基本政策専門調査会 

H18 ～第 3 期 科学技術基本 

計画 

( 予定 ) 

2.  厚生労働科学研究の 現状 

い ) 概況 

0  平成 1 6 年度における 厚生労働科学研究費補助金 ( 以下、 厚生労働科学研 

究 ) の事業概要は 次の通りであ る。 

[ 概況 ] 

・ 平成 l G 年度当初における 厚生労働科学研究費補助金の 予算額は約 422 

億円であ る。 

・ 行政政策研究、 厚生科学基盤研究、 疾病・障害対策研究、 健康安全確保 

総合研究の 4 分野 1 8 事業から構成されている。 

・ 主任研究者の 所属 先は 、 大学が 54% 、 国立試験研究機関・ 国立高度医療 

センターが 23% 、 関係機関が 7% 、 その他が 16% であ った。 

  補助金の執行においては、 第 3 者評価に基づく 審査・配分方式の 構築と 

透明性確保策の 徹底、 不正経理の再発防止への 取り組み等，適正化を 推進 

している。 

(2) 事業の牛き徽 

0  これらの現状を 含めた厚生労働科学研究の 特徴は次の通りであ る。 

Ⅰ % き 徴 Ⅰ 

  厚生労働科学研究費補助金にがん 助成金等研究委託事業、 国立試験研究 

機関、 国立高度医療センタ 一等経費を加えた 厚生労働省における 科学技術 

関係経費は約 1,290 億円であ り、 厚生労働科学研究費補助金はこの 1 /3 
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を 占める。 ライフサイェンス 分野における 政府の研究開発投資額としては ， 

文部科学 省 に次ぐ規模であ る。 

  政府の方針 ( 第一期科学技術基本計画及び 第二期科学技術基本計画 ) に 

基づく、 競争的資金拡充により、 予算規模は平成 8 年と比較して 3.5 倍に 

拡充。 実施課題数も 2.0 倍、 「課題あ たりの研究経費も ].7 倍に増加した。 

( 平成 1 5 年度実績で、 総数 1,454 件の研究事業に 対し助成、 1 課題あ た 

り 2,867 万円、 約 2 万人の研究者に 助成。 ) 

  「目的志向型の 研究課題設定」を 行い，その上で 原則として公募により 

研究課題及び 研究班を募集し、 評価委員会の 評価を経て，採択を 決定する。 

3. 厚生労働科学研究をめぐる 課題 

前章で概観した 厚生労働科学研究については、 次のような課題や 改善すべき 

点が指摘されている。 

(1 ) 制度全般に関する 事項 

0  他の公的研究助成制度、 特に文部科学省の 科学技術研究費等の 研究資金と 

の 違いが必ずしも 明確ではなく ，政策目的や 研究費の性格が 暖昧 であ るとの 

指摘があ る。 さらに、 このことが厚生労働省における 科学技術政策の 基本的 

方向性や、 研究事業の枠組みにメリ ノ ヘリがないと 指摘される遠因ともなって 

いる可能性があ る。 

0  政府全体のライフサイェンス 推進戦略の中で、 厚生労働科学研究がどのよ 

う に組み込まれ、 どのような役割を 果たしているか、 明確でないとの 指摘も 

あ る。 

0  その一方で、 大局的、 国家的な視点から 取り組むべき 疾患・障害等の 国民 

の 健康に関する 課題について、 厚生労働科学研究による 着実な取り組みと 課 

題の克服が求められている。 

0  また、 普段は想定し 得ない様な健康危機への 即時対応 せ ，先端医療技術開 

発の推進等のためには、 ライフサ ィェ ンス分野における 基礎研究のすそ 野を 

これからも十分に 確保し、 研究の多様性を 保っていくことが 不可欠であ る。 

(2) 研究システムの 見直し 



① 研究の枠組み 

0  これまでの厚生労働科学研究においては、 分野・事業横断的な 重点課題へ 

の取り組みや 研究者の育成について、 必ずしも十分な 配慮がなされていなか 

ったとの指摘があ る。 

0  また、 長期継続的に 取り組む必要があ る研究課題では、 研究の進捗に 応じ 

て研究事業を 重点化・効率化するしくみがないため 資源配分が硬直化する 傾 

向 があ るのではないか、 との指摘もあ る。 

0  さらには、 疾病対策や医療安全対策等、 個別研究だけでは 十分な成果が 得 

られず、 対策や政策に 結びつきにくい 分野については、 研究の実施に 際して 

政策に直結する 成果が得られる 様な工夫が必要とされている。 

0  健康にかかる 研究分野では、 例えば健康被害や 安全性に関する 調査等、 学 

術的評価の如何によらず 必要とされる 研究分野が存在するが、 それらについ 

ても競争的資金の 枠組みの中で 実施されるという 制度運用上の 間 題 点も指摘 

されている。 

② 研究評価のあ り方 

0  現行の厚生労働科学研究においては、 実施する研究事業について 行政施策 

との連携を保ちながら、 より一層優れた 研究開発成果を 国民・社会へ 還元す 

ることを目的とし、 評価を行うことを 基本方針としている。 このため具体的 

には、 提出された研究開発課題は 各研究事業の 評価委員会において、 専門家 

による専門的・ 学術的観点と、 行政担当部局の 行政的観点の 両面から研究 事 

業の評価を行っている。 

0  一方、 政府全体の研究事業評価として 総合科学技術会議による 各省の研究 

事業評価があ る。 これらの評価は 、 主として学術研究としての 視点から評価 

される傾向が 強く、 その反面、 厚生労働科学研究において 個別課題が担う 政 

策的意義が十分に 評価され難い 構造となっている。 

0  近年、 この総合科学技術会議の 評価が予算査定の 大きな根拠とされる 傾向 

が強まっており、 学術的トピックス、 官民連携などの 社会的注目分野など、 

時流に乗った 分野に資源が 集中する傾向が 強い。 
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0  しかし、 健康に関する 課題の中には、 長期・地道な 取り組みが求められ、 
結果としてあ まり注目されなくなった 分野も存在するため ，注目分野に 資源 

集中させるような 対応を継続すれば、 政策的重要性にも 関わらず置き 去りに 

される分野が 生じてしまう 懸念があ る。 

0  このように、 現実問題として 学術的評価の 結果だけを根拠に 事業を廃止す 

ることが困難な 保健医療分野の 行政研究課題について、 その研究評価の 在り 

方と、 評価を踏まえた 事業予算配分の 在り方をど う 調整していくのか ，整理 
する必要が生じている。 

③ 研究の実施体制 

0  厚生労働科学研究においては、 従来から研究資金の 交付時期が遅延する 傾 

向があ るとされ，そのため 円滑な研究実施に 支障が生じているとの 指摘があ 

る 。 この原因として ，研究費執行事務の 処理が ョ Ⅰ常に煩雑なこと、 研究者の 

研究申請書記載不備等への 対応作業量が 3% 常に多 い こと、 すべての申請書を 

一律に審査処理するために 非 9 季的であ ること等が挙げられており、 早期 執 

行を実現するため、 これらを具体的に 改善することが 求められている。 

0  がん研究等、 先進的国家プロジェクト 的な分野については、 研究の実施 体 

制や管理体制を 強化し、 より強力なイニシャティブのもとで 専門的視点と 政 

策的視点、 の両方に立脚した 研究企画や研究事業管理を 行うことが求められ 

ている。 

0  少子高齢化の 進展により、 研究者の年齢構成自体にも 変化が生じ、 若手冊 

究 者がさらに不足する 傾向が生じる 等、 研究体制の在り 方にも変革が 求めら 

れることが予想されている。 従って、 長期的な観点から、 将来の厚生労働科 

学研究を担 う 研究者の育成が 必要とされている。 

0  わが国では今日まで ，大学， 国 ・地方自治体及 び 民間の研究機関、 医師会 

等が広く相互に 連携するための 十分な下地がなく、 多 施設臨床研究を 実施し 

ていくための 体制基盤が弱いことが 指摘されており、 このような研究を 推進 

する仕組みが 求められている。 

(3) 透明性の確保と 社会的貢献 



0  現状では厚生労働科学研究の 研究成果やその 意義が、 一般の国民に 十分認 

知されているとは 言い難い。 また、 不適切な研究費事務処理等、 研究費運営 

の 不透明感が、 研究全体に対する 国民の否定的なイメージを 想起させる要因 

の一つとなっている 可能性があ る。 従って，研究に 対する国民の 理解と支持 

を得るためには、 このような不透明感や 否定的なイメージを 払拭する必要が 

あ る。 

0  同様に、 プライバシーへの 関心や配慮を 背景に成立した 個人情報保護法の 

施行を受け、 厚生労働科学研究においても、 個々の研究の 個人情報に対する 

格別の配慮が 求められている。 

0  予算獲得や研究事業への 重点的予算配分を 目指すためにも、 積極的に研究 

成果を集積し、 社会に情報還元 ( フィードバック ) することが必要であ る。 

しかし、 個々の研究事業や 研究者個人に 社会全体への 貢献を求めることは 困 

難 であ り、 また効果的ではないことから、 事業全体として 対応を図ることが 

必要であ る。 

4, 今後の厚生労働科学研究の 在り方 

(1 ) 政策目的の戦略的な 推進 

0  厚生労働科学研究費補助金という 制度は、 厚生労働行政を 推進するための 

公的な研究助成制度であ る。 この原点を踏まえれば、 厚生労働科学研究がそ 

の政策目的を 戦略的に推進する 政策ツールとして 機能することが 期待されて 

いることは明白であ る。 

0  従って、 厚生労働科学研究費補助金は 制度として、 厚生労働省の 任務に照 

らした目的志向型研究 (Mission-oriented Research) であ るという役割をよ 

り 一層明確化し、 国民の健康を 守る政策に関連する 研究支援に重点化してい 

くことが必要であ る。 

0  このため、 厚生労働科学研究事業の ( 政策的 ) 研究目標と対応する 戦略目 

標を可能な限り 具体的かつ明示的に 掲げることが 必要であ る。 この場合の ( 政 

策的 ) 研究目標や戦略目標は、 その時々のトピックスや 学術的流行にとられ 

れるのではなく、 あ くまで政策的なニーズをべ ー スに分野や課題を 設定して 
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い くことが重要であ る。 さらに、 この ( 政策的 ) 研究目標と戦略目標を、 そ 

の時点での懸案事項や 政策課題を可能な 限り踏まえた ，当面の戦略的な 研究 

推進の指針とするため ，研究の進捗に 応じた適時の 見直しを行 う べきであ る。 

[ 具体的イメージは 別紙 1 「 2 006 一 2 0 1 0 ・厚生労働科学研究の 戦略 

的な研究の推進 ( イメージ ) 」参照 ] 

0  ( 政策的 ) 研究目標と、 それらに対応する 当面達成すべき 目標であ る戦略 

目標は、 科学的アプローチを 前提としつつ、 政策成果への 貢献を重視した 設 

定とする。 従って、 政策 ( 「出口」 ) から川上に遡る「流れ」をより 明確に 捕 

らえた戦略的なアプローチを 基本とした研究課題の 設定と資源配分を 行う。 

0  表面的・直接的には 政策に連動しない 基礎的・基盤的研究であ っても、 政 

策へのロードマップ 上 、 戦略的には必要と 考えられる研究は、 当然、 支援対 

象とすべきであ る。 同様に、 学術的評価が 必ずしも高くないが、 政策 ( 出口 ) 

的対応に直結する 研究は，その 学術面での手法等を 改善しながらでも 逐次 遂 

付 していく責務があ る。 さらに，基礎研究で 得られた成果をより 安全かっ速 

やかに臨床現場等に 展開するという ，基礎研究と 臨床 ( 応用 ) 研究の橋渡し 

を行 う 研究は、 政策成果を得る 上で決定的に 重要な役割を 担う分野の研究で 

あ り、 厚生労働科学研究が 積極的に推進していく 必要があ る。 

0  また、 国民的ニーズが 高く、 確実に解決を 図ることが求められている 研究 

課題については、 成果目標を設定した 戦略的な大規模研究を 実施するなど、 

より効果的・ 効率的な成果達成を 確保する研究体制を 導入すべきであ る。 

(2) 研究システムの 見直し 

以下のような 観点から、 研究の枠組みを 見直す。 [ 具体的イメージは 別紙 2 

「厚生労働科学研究費補助金制度の 具体的見直し 案 ( 未定稿 ) 」参照 ] 

①研究の枠組み 

0  厚生労働科学研究の 個々の事業で 政策に直結する 成果を確実に 得るために、 

成果に至るロードマップを 策定し、 複数の研究プロジェクトを 統合的に実施 

するなど戦略的アプローチが 実施できる研究の 枠組みを設ける 必要があ る。 

0  政策上必要とされ、 省庁の黄 務 として実施する 研究については、 競争的 環 
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境 で実施される 研究とは別の 研究カテゴリ 一で実施する 等、 新たな枠組みを 

創設して制度としてわかりやすくする 必要があ る。 

0  厚生労働科学研究の 実施体制を今後も 強化していくために、 これまでは十 

分ではなかった 将来の厚生労働科学研究を 担 う 研究者育成に 重点をおいた 枠 

組みや、 研究計画の審査に 十分に時間をかけ 成果が期待できる 研究を実施で 

きる様、 研究の枠組みを 設ける必要があ る。 

② 研究実施体制の 強化 

0  文部科学省の 科学研究費等にと ヒベ 遅いとされている 資金交付時期の 適正化 

を早急に実施する 必要があ ることから、 審査事務手続きの 合理化・迅速化、 

審査事務体制の 強化等による 研究費交付審査事務の 見直しを行 う ことが必要 

であ る。 将来的には電子申請・ 審査体制の確立や 申請・審査事務の 更なる簡 

素化も必要であ る。 

0  研究事業管理については、 今後、 研究分野や課題の 現状及び特徴を 踏まえ、 

がんセンタ一等、 外部機関への 研究費配分事務の 移管を検討・ 実施していく 

必要があ る。 特に、 先端的な重点分野では、 研究企画や研究事業評価等を 含 

めた当該分野の 学術的知見と 行政的 三 一 ズを 集約できる本省以外の 組織 

(Funding Agency) で研究費配分事務等の 研究事業運営管理を 行 う 体制づく 

りを進める必要があ る。 同時に、 研究事務に精通した 事務担当者や 専任のプ 

ログラムオフィサー・プロバラムディレクタ 一の育成やそうした 人材の配置 

が必要であ る。 

0  評価委員の確保について、 利害関係のないことを 署名で求める 等一定の条 

件下で評価委員の 要件を緩和し、 評価委員の人材育成の 観点からも若い 評価 

委員を積極的に 登用していく 必要があ る。 

0  研究者を育成する 観点から、 研究評価結果等のフィードバック 等、 教育的 

配慮を積極的に 実施することが 必要であ る。 同時に日本はアジアの 一員とし 

てライフサイェンス 分野でのアジア 諸国との連携を 重視し、 先頭に立ってこ 

れを推進していくことが 必要であ り、 アジアにおけるこの 分野の研究者の 養 

成 にも協力していくことも 課せられた任務であ る。 

0  臨床研修医制度の 実施に伴い、 大学の附属病院以覚の 研修指定病院等が 日 



本の医療全体に 与えるインパクトはこれから 徐々に大きくなることが 予想さ 

れ、 今後の医学研究の 在り方にも影響を 及ぼす可能性があ る。 こうした状況 

の中、 病院と研究機関を 合わせ持つナショナルセンタ 一の様な施設は、 今後、 

研究者の流動性を 確保しながら 臨床研究を担 う 若手研究者を 育成し ， 質の高 

い臨床研究を 推進する拠点としての 役割を果たしていくことが 期待される。 

(3) 透明性・社会的貢献の 重視 

0  厚生労働科学研究費の 社会における 認知度を向上するため、 推進事業の見 

直しや成果広報用資料のインターネットホームページにおける 公開等により 

積極的に研究成果を 発信し普及啓発活動を 推進する必要があ る。 

0  研究費運営の 透明性を高めるために、 資金交付時期を 適正化した上で、 申 

請者に対しては 適正執行を啓発するとともに、 不正執行者については 厳格に 

対処することが 重要であ る。 

0  個人情報保護法の 施行や各倫理指針が 改訂されたことを 踏まえ、 申請者に 

対してはこれらを 遵守した研究であ ることが採択の 要件となることや 違反者 

は厳しく取り 扱うということをより 明確に示していく 必要があ る。 

0  定期的なプレスリリース 作成やシンポジウム ( 特に戦略型研究と 関連学会 

とのタイアップ ) の積極的な実施を 推進する等、 社会全体への 貢献について 

事業全体で工夫することが 不可欠であ る。 

5. 政府全体として 取り組むべき 事項 

0  ライフサイェンス 分野の研究は・ 国民が現代社会で 抱える「老後の 生活設 

計」や「健康」への 不安解消と直結し、 その発展による 恩恵を国民ひとり ひ 

とりが享受することに 貢献する。 すなわち，ライフサイェンス 分野の研究は、 

国民の健康を 確保するための 根幹的政策として、 政府の重点分野に 位置づけ 

られるべきものであ る。 

0  そして、 この ょ うな政府が重点的に 取り組むべきライスサイエンスの 効率 

的効果的な振興推進について、 保健医療福祉の 政策を所管する 厚生労働省は ， 

政策成果との 関連から政府内で 中心的な役割を 担っていく必要があ る。 すな 

ね ち、 国民の健康を 守るためのライフサイェンス 分野に関する 統合的な政府 
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全体の振興戦略は 厚生労働省が 中心となって 策定し、 総合科学技術会議と 協 

力しながら関係省庁との 連携調整を行い、 基礎研究から 応用研究まで、 重複 

を排除・解消しつつ、 効率的効果的でバランスのとれた、 総体的研究を 推進 

する。 その際、 関係省庁の政策を 統合的に動員・ 活用し、 政府全体としてラ 

イフサイェンス 分野の研究を 推進する上で、 総合科学技術会議は 関係省庁の 

異なるスキームを 積極的に同時に 活用する等、 さらなる調整機能を 発揮すべ 

きであ る。 

0  基礎的研究を 推進し同時にその 多様性を維持していくことは、 厚生労働 科 

学 研究のみならずすべての 科学技術の発展において 共通かっ必須の 重要事 

項であ り、 政府全体としてこれに 努めなければならない。 

0  政府全体の研究事業評価であ る総合科学技術会議による 各省の研究事業評 

価は 、 主として学術研究としての 視点からの研究事業評価であ る。 従って 、 

この研究事業評価の 結果を踏まえて、 具体的にどのような 資源配分を行うか 

は、 それぞれの研究費補助制度の 性質や当該研究成果がどの 程度の政策的価 

値をもたらすか 等に基づき、 総合的に判断されるべきであ り、 学術的研究 事 

業 評価の単純・ 機械的な資源配分方針への 反映は、 政策研究としての 政策上 

の意義を損なう 恐れがあ る。 このような観点から、 総合科学技術会議による 

各省の研究事業評価については、 仮に各研究事業の 資源配分に直結するよう 

な 活用を想定するのであ れば、 その評価のあ り方や評価基準については、 各 

省と十分な意志疎通や 調整を行 う べきであ る。 
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